別居合意書

夫〇〇〇〇（以下「甲」という。）及び妻〇〇〇〇（以下「乙」という。）は、夫婦間の別居開始にあたって、以下のとおり合意した。
第1条（別居の合意等）
1　甲及び乙は、当分の間、別居する。
2　甲及び乙は、前項の別居期間において、夫婦生活の在り方を検討し、できるだけ早い時期に別居生活を解消できるよう努力する。
第2条（監護権者）
　甲及び乙は、第1条第1項の別居期間中、当事者間の長男○○○○（令和○年○月○日生。以下「丙」という。）の監護権者を乙とする。
第3条（別居の経緯）
　甲及び乙は、別居を開始する理由が、〇〇〇〇であることを確認した。
第4条（婚姻費用の分担）
1　甲は、乙に対し、第1条第1項の別居期間中、婚姻費用の分担金として月額金〇万円を毎月〇〇日までに、乙名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座（口座番号：〇〇〇〇〇〇〇〇）に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。
2　甲は、乙若しくは丙の病気又は丙の入学、進学等により乙が特別の出費を要したときは、乙の申出により、別途その支払について乙と協議するものとする。
第5条（面会交流）
　乙は、第1条第1項の別居期間中、甲が丙と面会交流することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、その都度協議して定める。
第6条（別居中の共有財産の処分の禁止）
1　甲及び乙は、下記の財産が共有財産であることを確認する。
2　甲は、第1条第1項の別居期間中、共有財産を乙の同意なく処分してはならない。
記
（略）
第7条（別居中の誓約事項）
　甲は、乙に対し、第1条第1項の別居期間中、次の各項目を遵守することを誓約する。
⑴　乙の悪口を言わない
⑵　不貞をしない
⑶　不倫・浮気を疑われる行為をしない
⑷　ギャンブルをしない
⑸　過度に飲酒しない
⑹　乙の承諾なく、借金を作らない
⑺　住所、勤務先、連絡先を変更した際は、速やかに乙に伝える
第8条（離婚の協議等）
1　甲は、乙より離婚の申し出があったときは、乙の意思を尊重し、誠実にその協議に応じるものとする。
2　前項の協議において、甲は、乙が丙の親権者となることにつき異議を述べない。
以上
本合意の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。
令和○年○月○日
（甲）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
（乙）
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞


